
第 1 9 号 議 案 資 料 

区 民 都 市 整 備 委 員 会 1 
16・2・20土木部道路管理課 

道路占用料等徴収条例の改正の概要 

1．改正の理由 

道路占用料は、従来から固定資産税の評価替えが 3 年毎におこなわれることから、それ

に合わせて占用料の見直しを、 23区統ーして行なってきた。 

平成15年度にも固定資産税の評価替えがおこなわれ、検討の結果評価額は低下してい

るものの、固定資産の評価を充分に反映したものではないので、改正すべきものとした。 

2‘改正の内容 

(1） 定額物件 

改正基準として A：道路価格から算出した額 

B：現行占用料の1.2倍の額 

のABどちらか低い額を改正占用料とする。 

道路価格＝=23区平均の道路評価額で、固定資産税の改定に合わせて改定している。 

1. 2倍＝16年度から18年度の 3 カ年分を対象に毎年度 1.1倍の平均的数値。 

計算例 

第1種電柱の場合 

315,867（道路価格）X0.034（使用料率）xli 72（面積蚕）=7, 732円ーA 

現行占用料 3, 810X1.2 倍＝4, 572円ーB 

AとBを比較してBが低額、したがってBの4, 5 7 2円を採用 

10円未満を切り捨てて今回改定占用料金額4, 570円とする。 

(2）定率物件 

今回は改定しない。 

財政効果 

15年度当初予算比で約13%，約1億円の増収見込み。 

4．施行予定年月日 

平成16年4月 1日 
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第 1 9 号 議 案 資 料 
区 民都市整備 委 員 会 3 
16・2・20土木部道路管理課 年度別歳入金額 

、履～ 	IIII 	 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度予定 

道 	路 
占 	用 

料 

予算額 598,437,000 687,763,000 705,543,000 753,505,000 855,497,000 

決算額 596,204,555 700,146,099 710,833,107 733,209,363 855,497,000 

―般占用 

看板 91,656,135 110,570,705 103,505,140 115,697,980 115,697,000 

その他一般占用 60,927,0 1 1 65,943,358 82,550,469 81,306,443 96,356,000 

計 152,583,146 176,514,063 186,055,609 197,004,423 212,053,000 

企業占用 

東京電力（株） 206,069,083 242,742,090 243,801,930 249,181,959 299,018,000 

東日本電信電話（株〕 141,197,593 168,274,043 168,294,089 172,030,714 206,436,000 

東京ガス（株） 96,354,733 112,615,903 112,681,479 114,992,267 137,990,000 

計 443,621,409 523,632,036 524,777,498 536,204,940 643,444,000 

合 計 596,204,555 700,146,099 710,833,107 733,209,363 855,497,000 
＊平成15年度は12月までの実績 



第 21--24 号議案資料

区民都市整備委員会

平成 16 年 2 月 20 日

土木部公園緑地課 

公園等占用料改定に伴う条例等の改正の概要 

1． 改正する条例 

①豊島区立公園条例（昭和 38年7月 18 日条例第10号） 	21号議案（資料一 1) 

②豊島区立区民の森条例（平成 9年 3月 26 日条例第 12号） 22号議案（資料11) 

③豊島区立目白庭園条例（平成 2年 7月 10 日条例第 28号） 23号議案（資料12) 

④豊島区立児童遊園条例（昭和 39年 3月 26日条例第 11号） 24号議案（資料一1) 

2． 改正の内容及び理由 

以下の理由により、それぞれの条例で定めている占用料を改定する。 

①公園占用料の算出基礎となる固定資産税評価額の改定が行われたのに伴い、占用料の見直し

を行うため。 

②特別区土木主管部長会の申し合わせにより、23 区で統一して平成 16年 4月 1日から占用

料を改定するため。 

3． 占用料の改定金額 

下記積算額と現行の 1.2倍を比較し低い額を改定額とした。（資料11, 2) 

顧算額の算出方法］ 

固定資産税評価額（23区平均 315,867円／nf)×使用料率ロ.8/1,00の×基準占用面積×bor 1/3 or2/3 

1は地上占用、1/3は地下占用、2/3は上空占用 

4． 占用料改定による増収見込額 

改定案 	8, 272千円（15％増） 

現行額 	7, 197千円 

増収額 1,075千円 

5， 施行予定年月日 

平成 16年4月1日 

6． その他 

条例改正に伴い関連する規則も改正する。 

21号議案（資料一 1) 

22号議案（資料11) 

23号議案（資料12) 

24号議案（資料一I) 

第 21--24 号議案資料

区民都市整備委員会

平成 16 年 2 月 20 日

土木部公園緑地課 

公園等占用料改定に伴う条例等の改正の概要 

1． 改正する条例 

①豊島区立公園条例（昭和 38年7月 18 日条例第10号） 	21号議案（資料一 1) 

②豊島区立区民の森条例（平成 9年 3月 26 日条例第 12号） 22号議案（資料11) 

③豊島区立目白庭園条例（平成 2年 7月 10 日条例第 28号） 23号議案（資料12) 

④豊島区立児童遊園条例（昭和 39年 3月 26日条例第 11号） 24号議案（資料一1) 

2． 改正の内容及び理由 

以下の理由により、それぞれの条例で定めている占用料を改定する。 

①公園占用料の算出基礎となる固定資産税評価額の改定が行われたのに伴い、占用料の見直し

を行うため。 

②特別区土木主管部長会の申し合わせにより、23 区で統一して平成 16年 4月 1日から占用

料を改定するため。 

3． 占用料の改定金額 

下記積算額と現行の 1.2倍を比較し低い額を改定額とした。（資料11, 2) 

顧算額の算出方法］ 

固定資産税評価額（23区平均 315,867円／nf)×使用料率ロ.8/1,00の×基準占用面積×bor 1/3 or2/3 

1は地上占用、1/3は地下占用、2/3は上空占用 

4． 占用料改定による増収見込額 

改定案 	8, 272千円（15％増） 

現行額 	7, 197千円 

増収額 1,075千円 

5， 施行予定年月日 

平成 16年4月1日 

6． その他 

条例改正に伴い関連する規則も改正する。 

21号議案（資料一 1) 

22号議案（資料11) 

23号議案（資料12) 

24号議案（資料一I) 



占用料条例改正対照表 
別表第ニ （公園条例第9 条関係） 

別表 	（区民の森条例第[1条関係） 

別表第ニ （児童遊園条例第7条関係） 

資料― 1 

種 単 位 
占 用 料 

改 正 現 

電 	柱 	、 	標 	識 1本 1月 1, 193円 1, 012円 

水道管、 下水道管、 ガス 管、 電線 1メートル 1月 589円 864円 

鉄 	 塔 1平方メートル 1月 884円 864円 

変 圧 塔 、 	マ ン ホ ー ル の 類 

I箇所 I月 

884円 864円 

郵 便 差 出 箱 又 は 信 書 便 差 出 箱 353円 343円 

公 	衆 	電 	話 	所 884円 864円 

地 	下 	の 
占 用 物 件 

地 	上 	露 	出 	部 	分 

1平方メ一トル I月 

349円 291円 

地
 
下
 
部
 
分
 

 
268円 224円 

高 	架 	の 	占 	用 	物 	件 268円 224円 

天体、 気 象 又 は 土 地 の 観測施設 398円 332円 

写 真 撮 影 の た め の 常 時 占 用 撮影機1台 1月 6, 480円 5, 400円 

写真撮影 の た め の 臨 時 的 な 占用 1回（1時間以内） 9, 720円 8, 100円 

そ 	の 	他 	の 	占 	用 1平方メートル 1日 29円 26円 

※「民間事業による信書の送付に関する法律」の施行に伴い、占用種別の項目中「郵便差出箱」を「郵便差

出箱又は信書便差出箱」に改正する 

占用料条例改正対照表 
別表第ニ （公園条例第9 条関係） 

別表 	（区民の森条例第[1条関係） 

別表第ニ （児童遊園条例第7条関係） 

資料― 1 

種 単 位 
占 用 料 

改 正 現 

電 	柱 	、 	標 	識 1本 1月 1, 193円 1, 012円 

水道管、 下水道管、 ガス 管、 電線 1メートル 1月 589円 864円 

鉄 	 塔 1平方メートル 1月 884円 864円 

変 圧 塔 、 	マ ン ホ ー ル の 類 

I箇所 I月 

884円 864円 

郵 便 差 出 箱 又 は 信 書 便 差 出 箱 353円 343円 

公 	衆 	電 	話 	所 884円 864円 

地 	下 	の 
占 用 物 件 

地 	上 	露 	出 	部 	分 

1平方メ一トル I月 

349円 291円 

地
 
下
 
部
 
分
 

 
268円 224円 

高 	架 	の 	占 	用 	物 	件 268円 224円 

天体、 気 象 又 は 土 地 の 観測施設 398円 332円 

写 真 撮 影 の た め の 常 時 占 用 撮影機1台 1月 6, 480円 5, 400円 

写真撮影 の た め の 臨 時 的 な 占用 1回（1時間以内） 9, 720円 8, 100円 

そ 	の 	他 	の 	占 	用 1平方メートル 1日 29円 26円 

※「民間事業による信書の送付に関する法律」の施行に伴い、占用種別の項目中「郵便差出箱」を「郵便差

出箱又は信書便差出箱」に改正する 



占用料条例改正対照表 

別表第二（目白庭園条例第15条関係） 

資料― 2 

平成16年4月I日 

種 単 	 位 
占 	 用 	 料 

改 	正 現 

電 	柱 	、 	標 	識 1本 	 1月 1, 193円 1,012円 

水道管、 下水道管、 ガス 管、 電線 1メー巨レ 	I月 589円 864円 

鉄
 
塔
 

 
1平方メートル 	1月 884円 864円 

変 圧 塔 、 	マ ン ホ ー ル の 類 

1箇所 	 I月 

884円 864円 

公 	衆 	電 	話 	ボ 	ッ 	ク 	ス 884円 864円 

地 	下 	の 

占 用 物 件 

地 	上 	露 	出 	部 	分 

I平方メ一トル 	1月 

349円 291円 

地 	下 	部 	分 268円 224円 

高 	架 	の 	占 	用 	物 	件 268円 224円 

天 体、 気 象 又 は 土 地 の 観測 施設 398円 332円 

写 真撮影 の た め の 臨 時 的 な 占 用 回
 

左
”
・
 

間
 
以
 
内
 

 
9, 720円 8, 100円 

そ 	の 	他 	の 	占 	用 1平方メートル 	1日 29円 26円 
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目白庭園和室（赤鳥庵）使用料改定の概要 

種 利用区分 現行料金 
（円） 

新料金 
（円） 

引上額 
（円） 

アップ率 
(%) 

第―和室（10畳） 

午 	前 3,200 3,800 600 18.8 

午 	後 4,300 5,200 900 20.9 

夜 	間 3,200 3,800 600 18.8 

全 	日 9,700 11,600 1,900 19.6 

第ニ和室（8畳） 

午 	前 2,600 3,100 500 19.2 

午 	後 3,600 4,300 700 19.4 

夜 	間 2,600 3,100 500 19.2 

全 	日 8,000 9,600 1,600 20.0 

利用区分 

午前9時から午前12時まで 

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで 

前
 
後
 
間
 
日

午
 
午
 
夜
 
全
 

※ 新料金は平成16年10月1日利用分から適用する。 
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都 市 整 備 委 員 会 

2. 20土木部公園緑地課 

3
 市

 

目白庭園和室（赤鳥庵）使用料改定の概要 

種 利用区分 現行料金 
（円） 

新料金 
（円） 

引上額 
（円） 

アップ率 
(%) 

第―和室（10畳） 

午 	前 3,200 3,800 600 18.8 

午 	後 4,300 5,200 900 20.9 

夜 	間 3,200 3,800 600 18.8 

全 	日 9,700 11,600 1,900 19.6 

第ニ和室（8畳） 

午 	前 2,600 3,100 500 19.2 

午 	後 3,600 4,300 700 19.4 

夜 	間 2,600 3,100 500 19.2 

全 	日 8,000 9,600 1,600 20.0 

利用区分 

午前9時から午前12時まで 

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで 

前
 
後
 
間
 
日

午
 
午
 
夜
 
全
 

※ 新料金は平成16年10月1日利用分から適用する。 


